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 第３条（ａｄｓホスティングサービスの種類）  第２２条（料金の計算方法） 
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 第１８条（提供の停止）  

 第１９条（提供の中断）  

  

別紙１「サービス仕様および料金表」  

 



第１章 総則 

第１条（約款の適用） 

ａｄｓホスティングサービス契約約款（以下「約款」）は、株式会社アドバンスコープ（以下「当社」）

が、契約者にａｄｓホスティングサービス（以下「本サービス」）という。）をご利用頂くため、料金その

他の提供条件を定めたものである。契約者は約款を遵守して、本サービスを受けるものとする。 

 

第２条（約款の変更） 

１．当社は、契約者の承認を得ることなく、約款を変更することがある。この場合には、料金その他の提

供条件は、変更後の約款による。 

２．約款の変更にあたっては、当社ホームページ内での公示をもって周知するものとし、ホームページ内

の公示日をもって変更後の約款を適用するものとする。 

 

第３条（ａｄｓホスティングサービスの種類） 

１．本サービスで提供する品目は、別紙１の通りとする。 

２．契約者からの請求により、別紙１の通りのオプションサービスを提供する。 

 

第４条（サービスの終了） 

１．当社は、本サービスを終了することがある。 

２．本サービスを終了するときは、終了する３ヶ月前までにその旨を通知あるいは告知する。 

 

 

第２章 契約 

第５条（契約の単位） 

本サービス利用契約は、契約者が使用する品目毎に締結する。 

 

第６条（最低利用期間） 

１．本サービスの最低利用期間は、本サービスの提供を開始した日（以下「利用開始日」という）の属す

る月の、翌月１日から起算して１年間とする。 

（例：利用開始日が平成 22 年 4 月 10 日の場合は平成 23 年 4 月 30 日まで） 

２．契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除又は利用休止をしようとする場合は、当社が定める期

日までに、前項の最低利用期間中の残余の期間に対応する料金に相当する額を一括して支払う義務を

負い、すでに支払い済みの料金がある場合には当社は払い戻しを行わないものとする。 

 

第７条（提供条件） 

１．当社は利用契約毎に１つのディレクトリ、ID 及びパスワードを定める。 

２．契約者は、使用する１つのドメイン名を当社に申請する。契約者は申請したドメイン名を使用して本

サービスを利用するものとする。 

３．契約者は第１項並びに第２項のＩＤ及びパスワード並びにドメイン名を厳重に管理するものとし、こ

れらの不正使用により当社あるいは第三者に損害を与えることのないよう、万全の配慮を講じるもの

とする。また、契約者は不正使用に起因するすべての損害について責任を負うものとする。契約者は、

ＩＤ及びパスワード並びにドメイン名が第三者によって不正に使用されたことが判明した場合には、

ただちに当社にその旨を連絡するものとする。 

４．契約者は、契約者以外の第三者が契約者に提供された本サービスを利用した場合にはその利用に関し

全責任を負うものとする。 

 

５．当社は、契約者の責任において作成したホームページ内容の更新等契約者が本サービスを利用して行

う内容について一切責任を負わず、契約者は、契約者の本サービスの利用により、他の加入者、その

他の第三者に損害を与えた場合、契約者自身の責任と費用において、解決する義務を負うものとする。 



第８条（契約の締結） 

１．本サービスの契約は、当社の定める契約申込書に次の事項を記載・捺印して、当社の本店または支店

もしくは代理店に提出する方法にて行う。 

（１）契約者の住所、氏名（商号）、代表者名 

（２）サービスの品目 

（３）その他必要事項 

２．当社は、契約において、契約者の本人確認のための資料の提出を求めることがある。 

  なお契約者が法人の場合、当該法人の登記簿もしくは印鑑証明書の提示を求めることがある。 

 

第９条（契約の成立） 

１．当社が契約の申請を承諾した場合は、利用開始日を記載した書面により通知する。利用契約はこの利

用開始日に成立する。 

２．当社は、次の場合には本サービスの契約を承諾しないことがある。 

（１）第一種電気通信事業者の事由により、当社が本サービスを提供する為の電気通信回線の提供が受

けられないとき。 

（２）契約申込者が本サービスの料金の支払いやその他の契約上の義務を怠り、又は怠るおそれがある

と認められるとき。 

（３）当社の業務の遂行上又は技術上著しい困難があるとき。 

（４）本サービスの申込者が第１８条第１項の各号に該当するとき。  

（５）本サービスの契約申込書に虚偽の事実を記載したとき。 

（６）申込者が当社又は本サービスの業務並びに信用を毀損するおそれがあると認められる方法で当該

サービスを利用するおそれがあるとき。 

（７）申込者が日本又は日本国外の電気通信事業に関わる処罰を受け処罰対象期間が満了していないと

き。 

（８）申込者が未成年であって保護者の同意を得ていないとき。 

（９）その他前各号に準じる場合で当社が適当ではないと判断したとき。 

 

第１０条（契約変更の申込み） 

１．契約者が本サービス利用契約の内容について契約変更の申込みをする場合は、当社の定める契約変更

申込書に必要事項を記入し、変更予定日の２ヶ月前の当社営業日（変更予定日を算入せず、２ヶ月と

する当該日が土曜日、日曜日、祝日の場合にはその直前の当社営業日）までに当社の本店または支店

もしくは代理店に提出するものとする。 

２．前項の申込みを承諾した場合は、当社は契約者に対しその旨を通知する。 

３．第１項の申込みがあった場合に、技術的に困難であるなど当社の業務遂行上支障があるときは、当社

は申込みを承諾しないことがある。 

 

第１１条（契約に基づく権利の譲渡） 

契約者は、当社の書面による承諾を得ないで本サービスの提供を受ける権利を譲渡又は貸与することが

できない。 

 

第１２条（契約者の地位の承認） 

１．契約者において相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設

立された法人は、契約者の地位を承継するものとする。 

２．前項の規定により契約者の地位を承継した者は、承継の日から１ヶ月以内の当社営業日（承継の日を

算入せずに１ヶ月とする。但し、当該日が、土曜、日曜、祝日の場合は、直前の当社営業日）までに

承継したことを証明する書類を添えてその旨を当社に通知するものとする。 

３．第１項の場合、相続により契約者の地位の継承した者が２人以上あるときは、前項の期間内にそのう

ちの１人を代表者と定め、書面によりその旨を通知するものとする。 



第１３条（契約者の氏名等の変更） 

契約者は、その氏名、商号、団体名称、住所又は代表者に変更があったときは速やかに書面によりその

旨を当社に通知するものとする。 

 

第１４条（契約者が行う契約の解除） 

１．契約者が契約を解除しようとするときは、当月 15 日（但し、当該日が土曜、日曜、祝日の場合は、直

前の当社営業日）までに書面によりその旨を当社に通知すること。当社はこれを確認のうえ受理し、

当月末日をもって解約する。（当月 16 日以降の受理分については、翌月末日での解約とする。）契約の

解除はサービス利用開始後、第６条に定める最低利用期間を経過している場合又は最低利用期間末日

迄の利用料金支払いを満了している場合に限る。 

 

第１５条（当社が行う契約の解除） 

第１８条の規定により通知をした提供停止期間を経過し、なお契約者が第１８条１項の各号のいずれか

に該当する場合、当社は本サービス利用契約を解除することができる。この規定により契約を解除する場

合は、第１４条の規定は適用しない。 

 

第１６条（設備の修理又は復旧） 

１．本サービスの利用中に契約者が異常を発見したときは、契約者の設備等に故障がないことを確認の上

当社に修理又は復旧を請求することができる。 

２．当社の電気通信設備に障害を生じ、又はその設備が滅失したことを当社が知ったときは速やかにその

設備を修理・復旧する。 

 

第１７条（利用の制限） 

当社は、天災事変その他の非常事態が発生又は発生のおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、

交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他、公共の利益のために緊急を要

する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限する措置をとることがある。 

 

 

第３章 提供の停止及び提供の中断 

第１８条（提供の停止） 

１．当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合は、理由、停止日、停止期間を通知し、本サービスの

提供を停止することができる。ただし、緊急やむを得ない場合は事後に通知するものとする。 

（１）約款上の債務を履行しなかったとき 

（２）第７条（提供条件）の規定に違反したとき 

 

（３）以下の各号のいずれかに該当すると当社が判断したとき 

１）他の加入者又は第三者若しくは当社の著作権の侵害 

２）他の加入者又は第三者若しくは当社への誹謗、中傷 

３）他の加入者又は第三者若しくは当社への脅迫 

４）他の加入者又は第三者若しくは当社に不利益を与える行為 

５）本サービスを利用して無差別並びに大量に不特定多数の者にその意思に反してメール等を送信

する行為 

 

６）当社又は本サービスの業務並びに信用を毀損する恐れのある方法で当該サービスを利用する行

為 

７）公序良俗に反する行為（猥褻・冒涜的な行為・発言など） 

８）法令に違反する行為又は違反のおそれのある行為 

９）輸出法令に反する行為 



１０）上記１）～９）までの誘因となる行為及び上記１）～９）に抵触するホームページにリンクを

張る行為 

１１）その他、本サービスを利用することが不適切であると認められる行為 

２．停止期間経過後も前項に該当している場合は引き続き停止する。 

３．契約者は、前２項のサービス停止期間中も、別紙１の料金を支払う。 

 

第１９条（提供の中断） 

１．当社は、次に掲げる理由があるときは、本サービスの提供を中断することができる。 

（１）当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき 

（２）当社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき 

（３）第１種電気通信事業者が電気通信サービスの提供を停止することにより、当社が本サービスの提供

を行うことが困難となったとき 

２．当社は前項の規定により本サービスを中止する場合は、予めそのことを契約者に通知する。但し、緊

急やむを得ないときはこの限りではない。 

３．この規定により通知をした提供停止期間を経過し、なお契約者が上記１項の各号のいずれかに該当す

る場合、当社は本個別契約を解除する事がある。この項目により契約を解除する場合は第１４条の規

定は適用しない。 

 

 

第４章 料金等 

第２０条（料金体系） 

料金体系は別紙１「料金表」の通りとする。 

 

第２１条（料金の支払い義務） 

１．契約者には、本サービス利用契約の成立と同時に、料金の支払い義務が生じる。 

２．当社は既に支払われた本サービスの料金等を一切払い戻す義務を負わないものとする。 

 

第２２条（料金の計算方法） 

１．月額料金は、毎月１日から当月末日までの１ヶ月分を月額（以下「月額料金」という）として算定す

る。但し本サービスの利用開始日の属する月は無料とする。 

２．別紙１のオプショナルサービスを、契約開始時以降に申し込む場合には、オプショナルサービスの利

用開始日の属する月より料金の支払い義務が生じる。この場合、月途中の申込みであっても、日割り

計算は実施しない。 

 

第２３条（料金等の請求及び支払い） 

１．本サービス利用料金の請求は、月額料金の該当月の翌月末日までに当社が請求書を契約者に送付する

方法にて行い、以降月毎に繰り返す。 

２．本サービスの利用料金の支払いは、契約者が請求書に基づき当社の指定する日までに当社が指定する

方法で当社に支払う。 

 

第２４条（割増金） 

契約者は本サービスの利用料金の支払いを不当に免れた場合はその免れた金額の２倍に相当する金額を

割増金として支払うものとし、支払方法は第２３条に準拠する。 

第２５条（金額の端数処理） 

料金その他の金額計算で１円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 

 

 

 



第２６条（延滞利息） 

当社が提供する本サービスに関して契約者に請求した料金について、契約者が請求書に指定した期日ま

でにその料金を支払わないときは、支払期日の翌日から起算して、支払った日の前日までの期間について

年 14.5％の割合で計算して得た額を延滞利息として支払う。 

 

第２７条（消費税） 

１．第２０条に規定する料金は、消費税を含んでいない。契約者に対しては、算定料金等にその消費税相

当額を加算して請求する。 

２．第２３条に規定する請求書は消費税を別枠で表示する。 

３．第２６条に規定する延滞利息については前２項の規定は適用しない。 

４．第３１条の規定により当社が契約者に支払う損害賠償金は消費税相当額を含まない額とする。 

 

 

第５章 データ等の取り扱い 

第２８条（データ等の取り扱い） 

本サービスにおける当社のサーバのデータが、滅失、棄損、漏洩、その他本来の利用目的以外に使用さ

れたとしても、その結果発生する直接あるいは間接の損害について、当社はいかなる責任も負わないもの

とする。 

 

第２９条（データのバックアップ） 

本サービスにおいて、当社はサーバ設備の故障又は停止等の復旧に対応するため、契約ディレクトリ内

のデータを複写することがあります。 

 

第３０条（データの消去） 

１．当社は、契約者の登録した情報等または契約者の管理する情報等が、当社の定める所定の基準を超え

た場合または、第１８条（提供の停止）各号のいずれかに該当するときは、契約者に対し、何らの通

知なく、現に蓄積している情報を削除し、又は情報の転送もしくは配送を停止することができる。 

２．当社は、前項に基づく情報等の削除又は転送もしくは配送の停止に関し、いかなる責任も負わない。 

 

 

第６章 損害賠償 

第３１条（損害賠償の範囲） 

当社が提供すべき本サービスの全部または一部を当社の責に帰すべき理由により契約者が全く利用でき

ない（当社が本サービスを全く提供しない場合もしくは全く利用できない程度の場合をいい、以下「利用

不能」という）ために契約者に損害が発生した場合は、契約者が利用不能となったことを当社が知った時

刻から起算して２４時間以上利用不能の状態が継続したときに限り、当社は、利用不能時間を２４で除し

た商（小数点以下の端数は切り捨て）に月額固定料金額の３０分の１を乗じて算出した額を賠償の限度と

して契約者に現実に発生した損害の賠償請求に応じる。 

 

第３２条（免責事項） 

当社は、契約者の本サービスの利用に関する、次に定める事項については、一切の損害賠償の責を負わ

ない。 

（１） 天災地変等当社の責に帰さない事由により当社が本サービスの全部又は一部の履行ができない場

合に契約者に損害が発生したとき 

（２） 第三者が、ログイン名等を不正に使用する等の方法で、本サービスを不正に利用することにより、

契約者または第三者に損害を与えたとき 

 

 



（３） 第３１条に定める請求を契約者が、その事由が発生してから３ヶ月を経過する日（事由発生日を

算入せず３ヶ月とする。当該日が土曜、日曜、祝日の場合には、その直前の当社営業日まで）ま

でに行わなかったとき 

（４） 契約者に、第１７条、第１８条、第１９条に定める事由により損害が発生したとき 

（５） 本サービスによって得る情報の利用によって契約者又は第三者に直接又は間接に損害が発生した

とき 

（６） 契約者が本サービスの利用に関して情報等が破損または滅失したことによって契約者又は第三者

に直接又は間接に損害（第３０条の規定による場合を含む）が発生したとき 

 

 

第７章 雑則 

第３３条（準拠法） 

本契約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとする。 

 

第３４条（協議） 

本約款に記載されていない事項で本サービスを提供する上で必要な細目事項については、契約者と当社

で協議の上定めるものとする。 

 

第３５条（機密保持） 

契約者及び当社は、本サービスの提供に関して知り得た契約者の個人情報およびデータ内の機密情報を、

第三者に漏洩しないものとする。また、本サービスの契約が終了した後も継続するものとする。 

 

本約款は、平成 22 年 7 月 15 日から実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別紙１ ａｄｓホスティングサービス仕様および料金表 

 

１． ａｄｓホスティングサービス品目 

  
Web・メール 

容量 

メール 

アカウント数 
CGI／SSI 初期費用 月額料金 

ａｄｓホスティング ライト １ＧB 無制限 ○ 8,400円 1,680円 

ａｄｓホスティング エキスパート ２ＧB 無制限 ○ 8,400円 3,360円 

ａｄｓホスティング ＣＭＳライト １ＧB 無制限 ○ 8,400円 3,150円 

ａｄｓホスティング ＣＭＳエキスパート ２ＧB 無制限 ○ 8,400円 5,250円 

 

（１）ａｄｓホスティングサービス 

１台のサーバを複数契約者で共有して利用するホスティングサービス 

【メールアカウント】 

・メールアカウント数はＷｅｂ・メールＤＩＳＫ容量内で無制限となります。 

・メール容量無制限。但しメールサーバへの保存期間は９０日間とさせていただきます。９０日以上サーバ 

に保存されたメールについては、順次、削除いたします。 

・１回のメール送受信容量は 30MB 以内とさせていただきます。 

【メーリングリスト】  

・メーリングリストの１回のメール送受信容量は１MB 以内とさせていただきます。 

【ＣＭＳ（コンテンツマネジメントシステム）】 

   ホームページを構成するテキストや画像、レイアウトの情報などをサーバ内に保存・管理しサイトを構築 

   したり編集する機能付きのホスティングサービスです。 

  ・ＣＭＳをご利用の場合は上記初期費用とは別にホームページをＣＭＳ化する作業費などが必要となります。 

 （２）占有のホスティングサービス 

１台のサーバを１契約者で占有して利用するホスティングサービス 

・占有ホスティングサービスは契約者と協議の上、サーバを選定しサービスを提供いたします。 

 

２．スペック・機能 

機能・スペック 内 容 

管理画面 

（コントロールパネル） 

メールアカウントの設定、Web サーバの設定、統計情報などを、ウェブ

上から簡単に変更・確認が可能。 

メール転送 到着したメールを別のメールアドレスに転送する機能。 

メール自動返信 予め設定しておいたメールの内容を自動的に返信可能。 

アクセス統計 ホームページのアクセス統計が確認可能。 

アクセス制限 ホームページでパスワード認証の設定が可能。 

独自ＣＧＩ・ＳＳＩ 
お客様独自で作成されたＣＧＩ／ＳＳＩスクリプトをご利用頂くことが

可能。 

メーリングリスト メーリングリストの運用が可能。 

その他 ＳＳＬ、ＰＨＰ等々 

（※１）ＳＳＬについてはご要望の商品が利用いただけます。 


